
                                         2024 年７月１日 

 

  区 長 各 位 

                                         豊岡市総務部長 

                                           

要望事項の取扱いについて(お願い) 

 

平素は、本市行政の推進に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、毎年多くの区や区長会等から様々な要望をいただいておりますが、市では、

できるだけ円滑に調査・検討を行い、回答をお示しするとともに、今後とも可能な

限り要望に添えるよう努めて参りたいと考えております。 

つきましては、市における要望事項の取扱い（処理の流れ）と要望書提出の際に

お願いしたい事柄について、添付文書のとおりまとめましたので、ご覧いただき、 

要望書の提出をお考えの区等におかれましては、ご理解とご協力をよろしくお願い

します。 

なお、本件につきましては、2021 年４月 23 日付文書にてお願いをさせていただ

きましたが、多くの区で区長が交代されていることから、内容の一部変更点も含め、

今回あらためてお知らせとお願いをさせていただくものです。 

 

◆添付文書の内容 

  別紙１ 要望事項の取扱いについて 

    区長会、区長協議会等で要望する事項については、重複して区からの 

の要望は避けていただくか、または、要望する場合は、要望書中に同 

じ内容である旨の記載をお願いします。 

（※記載例：「○○区長会からの要望事項と同じ。」） 

 

  別紙２ 要望書作成例  

       ※要望書作成の参考例です。市のホームページからデータ（Word 形式）を 

ダウンロードすることもできますので必要に応じてご利用ください。 

       トップページ>市政情報>市の組織・行政区>行政区向け情報>総務課（区長会） 

>要望事項の取扱いについて 

（https://www.city.toyooka.lg.jp/shisei/soshiki/1026056/1026982.html） 

 

 ※別紙１、別紙２とも、今後
、、

の
、
要望書作成、提出の際にご配慮いただければと思います。

既に提出いただいた要望書の修正、再提出をお願いするものではありません。 

 

                        豊岡市役所 総務部総務課 

                 TEL 0796-23-1116 

https://www.city.toyooka.lg.jp/shisei/soshiki/1026056/1026982.html

